
 

 

 

 

１．家庭系ごみの分別が変わります 

平成 28 年４月１日（金）から、ごみ集積所への出し方が変わります。 

「資源ごみ袋（だいだい色文字）」に分別している「その他のプラスチック」は、 

「もやせるごみ」として取り扱うことになります。また、「資源ごみ袋（青色文字）」 

で３種類に分別しているガラスびんは、色にかかわらず１袋にまとめて出せるように 

なります。 

平成 28 年３月 31 日まで  平成 28 年４月１日から 

「資源ごみ袋（だいだい色文字）」  「もやせるごみ袋（緑色文字）」 

・「その他プラスチック」 
 

・「その他プラスチック」は、「もやせるごみ

袋」に入れて、もやせるごみの収集日に出し

てください 

   

「資源ごみ袋（青色文字）」  「資源ごみ袋（青色文字）」 

・「無色びん」 

・「茶色びん」 

・「その他色びん」 

 
・「無色びん」「茶色びん」「その他色びん」を

１つの袋にまとめて出してください 

 

２．家庭系「もやせるごみ袋(緑色文字)」に大型袋が加わります 
 
「もやせるごみ袋」は、小型袋（40 円/枚）、普通袋（50 円/枚）を販売しておりますが、 

平成 28 年４月１日からは大型袋（60 円/枚）が加わり、販売を開始します。新しい袋は 

破れにくい材質になるので、袋の色が今までの半透明から白色になります。 

 

３．パソコンを直接搬入できます 
 

 平成 28 年 4 月 1 日からクリーンセンターに直接搬入できます。 

 

個人情報やデータは全て消去してから搬入してください。 

 

※これらに関するＱ＆Ａを記載しましたので裏面をご覧ください。 

 

 

クリーンセンターからのお知らせ 

不明な点がありましたら、寒河江地区クリーンセンター（８４－４２２５）まで 

お問い合わせください。 



ごみのＱ＆Ａ 

Ｑ１： 「資源ごみ袋(だいだい色文字)」は、そのまま使えますか？ 

Ａ１： ペットボトル専用として使えます。 

  

Ｑ２： 

 

「その他プラスチック」だけを、「もやせるごみ袋(緑色文字)」に入れなけれ

ばいけないのですか？ 

Ａ２： 

 

「その他プラスチック」と「もやせるごみ」を混ぜて出しても、「その他プラス

チック」だけでも出すことができます。 

  

Ｑ３： 大型袋「もやせるごみ袋(緑色文字)」は、いつから購入できますか？ 

Ａ３： 平成 28 年４月１日から購入できます。 

  

Ｑ４： 「もやせるごみ袋(緑色文字)」の小型・普通・大型の容量はいくらですか？ 

Ａ４： 目安として、小型 20ℓ、普通 30ℓ、大型 40ℓ程度です。 

  

Ｑ５： 

 

平成 28 年３月 31 日まで「資源ごみ袋(だいだい色文字)」に分別している

「その他プラスチック」は、４月１日以降もそのまま集積所に出せますか？ 

Ａ５： 

 

出せません。「その他プラスチック」は「もやせるごみ袋」に入れて出してく

ださい。 

  

Ｑ６： 今までの袋は、新しい袋と交換や換金はできますか？ 

Ａ６： 

 

今までの袋はそのまま使用できるので、新しい袋との交換や換金はいたし

ません。 

  

Ｑ７： パソコンは集積所に出せますか？ 

Ａ７： 

 

クリーンセンターに直接搬入するか、またはパソコンリサイクルの法律に基

づきリサイクルをしてください。 

 


